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承第７号 

 

専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

専第９号 
 

平成３０年度瑞浪市一般会計補正予算（第４号） 
 
 平成３０年度瑞浪市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３，０００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，２９１，６００千

円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 
 
  平成３０年７月１３日 専決 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

14 国 庫 支 出 金 ２，８７１，１２３ ６，５００ ２，８７７，６２３

2 国庫補助金 １，０４３，８５７ ６，５００ １，０５０，３５７

21 市 債 ２，５９３，１００ ６，５００ ２，５９９，６００

1 市 債 ２，５９３，１００ ６，５００ ２，５９９，６００

歳　　入　　合　　計 １７，２７８，６００ １３，０００ １７，２９１，６００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

14 災 害 復 旧 費 ０ １３，０００ １３，０００

1 土 木 施 設
災害復旧費 ０ １３，０００ １３，０００

歳　　出　　合　　計 １７，２７８，６００ １３，０００ １７，２９１，６００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第 ２ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

普通
貸借
又は
証券
発行

6,500

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

起債の
方法 利　　率

現 年 土 木 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業
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議第５４号 
 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 
 
瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 
 

平成３０年８月２９日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 
瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 
 第５条第５項中「次条第２号」を「次条第１項第２号」に改める。 
第６条各号列記以外の部分中「第７条第１項」を「次条第１項」に改め、

同条第２号中「いう。」の次に「以下この条において同じ。」を加え、同条

に次の２項を加える。 
２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないことができる。 
（１） 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 
（２） 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 
３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に

係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 
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（１） 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業

所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合 第２７条に規定する小規模保育事業

Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号

において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 
（２） 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等

を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認

める者 
第１６条第２項第３号中「前第２号」を「前２号」に改め、同項に次の１

号を加える。 
（４） 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事

業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、

衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、

利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、

アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の

食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市が適

当と認めるもの（家庭的保育事業者が第２２条に規定する家庭的保育事

業を行う場所（第２３条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。 
附則第３項において同じ。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。 
） 

第４５条中「第６条第１号及び第２号」を「第６条第１項第１号及び第２

号」に改める。 
附則第２項中「この条例の施行の日の」を「この条例の施行の日（以下「 
施行日」という。）の」に改め、「者」の次に「（次項において「施設等」 
という。）」を加え、「この条例の施行の日から」を「施行日から」に改

める。 
附則第９項を第１０項とする。 
附則第８項中「附則第６項」を「附則第７項」に改め、同項を附則第９項

とし、附則中第７項を第８項とし、第６項を第７項とする。 
附則第５項中「この条例の施行の日」を「施行日」に改め、同項を附則第

６項とする。 
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附則第４項中「この条例の施行の日」を「施行日」に改め、同項を附則第

５項とする。 
附則第３項中「第６条本文」を「第６条第１項本文」に、「この条例の施

行の日」を「施行日」に改め、同項を附則第４項とし、附則第２項の次に次

の１項を加える。 
３ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第２２条に規定

する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）の認可

を得た施設等については、施行日から起算して１０年を経過する日までの

間は、第１５条、第２２条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び第

２３条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用しないこ

とができる。この場合において、当該施設等は、第２条に規定する利用乳

幼児への食事の提供を同条に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方

法（第１０条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理

室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含

む。）により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。 
   附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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議第５５号 
 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 
 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 
 
平成３０年８月２９日 提出 

 
瑞浪市長 水 野 光 二    

 
 

瑞浪市火災予防条例の一部を改正する条例 
瑞浪市火災予防条例（昭和３７年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。 
目次中「第４８条」を「第４９条」に、「第４９条・第５０条」を「第５

０条・第５１条」に改める。 
第５０条を第５１条とする。 
第４９条の前の見出しを削り、同条を第５０条とする。 
第４８条中「手続き」を「手続」に改め、第６章中同条を第４９条とし、

第４７条の次に次の１条を加える。 
（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第４８条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断

に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令又はこれ

に基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。 
２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象

物の関係者にその旨を通知するものとする。 
３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに

公表の手続は、規則で定める。 
附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議第５６号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６６０ 西半入道・西定線 
土岐町字西半入道３６２１番３地先 

釜戸町字西定５７５番１地先 
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議第５７号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条の規定に基づき、市道路線

を次のとおり廃止するものとする。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ ３６９天徳線 
土岐町字一色ヶ平６６３番地先 

土岐町字寺屋敷９８５番４７地先 
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議第５８号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６６１ 天徳線 
土岐町字松ヶ下１番７地先 

土岐町字寺屋敷９８５番４７地先 
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議第５９号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６６２ 中入洞１号線 
山田町字中入洞１１４番２６地先 

山田町字中入洞１１４番１９地先 
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議第６０号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６６３ 中入洞２号線 
山田町字中入洞１１４番３６地先 

山田町字中入洞１１４番３５地先 

 

 

 

-12-



議第６１号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６６４ 中入洞３号線 
山田町字中入洞１１４番１０地先 

山田町字中入洞１１４番６１地先 
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議第６２号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６６５ 中入洞４号線 
山田町字中入洞１１４番２４地先 

山田町字中入洞１１４番３８地先 
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議第６３号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６６６ 中入洞５号線 
山田町字中入洞１１４番２７地先 

山田町字中入洞１１４番１８地先 
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議第６４号 
 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 
 
人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（ 

昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 
 

平成３０年８月２９日 提出 
  

瑞浪市長 水 野 光 二    
  
   

氏    名 住         所 生 年 月 日 

小 木 曽 曉 美 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第６５号 
 

   瑞浪市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて    

 

 瑞浪市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定によ

り議会の同意を求める。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏    名 住        所 生 年 月 日 

可 児 恵 太 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第６６号 
 

平成３０年度瑞浪市一般会計補正予算（第５号） 
 
 平成３０年度瑞浪市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところ

による。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６２，０００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，８５３，６００

千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補

正」による。 
（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 
 

平成３０年８月２９日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

12 分 担金 及び負 担 金 ７６，３３７ １４０ ７６，４７７

1 分 担 金 １８，０９０ １４０ １８，２３０

14 国 庫支 出金 ２，８７７，６２３ ３６，３２１ ２，９１３，９４４

1 国庫負担金 １，８１９，２６２ ３７，８００ １，８５７，０６２

2 国庫補助金 １，０５０，３５７ △１，４７９ １，０４８，８７８

15 県 支 出 金 １，１７４，９０２ ３，１５３ １，１７８，０５５

2 県 補 助 金 ５５８，４８３ ３，１５３ ５６１，６３６

17 寄 附 金 ７１，１８０ ２，５００ ７３，６８０

1 寄 附 金 ７１，１８０ ２，５００ ７３，６８０

18 繰 入 金 ４５７，６５３ △２８，８５０ ４２８，８０３

1 基金繰入金 ４２９，７７６ △３０，５６４ ３９９，２１２

2 財 産 区
繰 入 金 ２７，８７７ １，７１４ ２９，５９１

19 繰 越 金 １００，０００ ５４２，７３６ ６４２，７３６

1 繰 越 金 １００，０００ ５４２，７３６ ６４２，７３６

21 市 債 ２，５９９，６００ ６，０００ ２，６０５，６００

1 市 債 ２，５９９，６００ ６，０００ ２，６０５，６００

歳　　入　　合　　計 １７，２９１，６００ ５６２，０００ １７，８５３，６００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

2 総 務 費 １，７００，８１９ ２４１，５８１ １，９４２，４００

1 総務管理費 １，３６２，５７０ ２４１，５８１ １，６０４，１５１

3 民 生 費 ５，０５６，２３０ △４８５ ５，０５５，７４５

1 社会福祉費 ２，６２０，４５９ △４８５ ２，６１９，９７４

4 衛 生 費 １，３４１，５０６ ７，６００ １，３４９，１０６

3 環 境 費 １０５，４８２ ７，６００ １１３，０８２

6 農林水産業費 ５００，５２２ １，１５４ ５０１，６７６

2 林 業 費 ２９，７５４ １，１５４ ３０，９０８

7 商 工 費 ４０１，７６４ ５，４９９ ４０７，２６３

1 商 工 費 ４０１，７６４ ５，４９９ ４０７，２６３

8 土 木 費 １，２１８，８５１ ２７，００３ １，２４５，８５４

1 土木管理費 ７３，９１８ △７，６００ ６６，３１８

2 道路橋梁費 ６９１，１０６ ２８，７０３ ７１９，８０９

3 河 川 費 ３７，７４９ ５，９００ ４３，６４９

9 消 防 費 ５９９，６６１ １，１５５ ６００，８１６

1 消 防 費 ５９９，６６１ １，１５５ ６００，８１６

10 教 育 費 ４，０３６，４８０ ２９，１８０ ４，０６５，６６０

1 教育総務費 ２５３，６４６ △１，００３ ２５２，６４３

2 小 学 校 費 １７０，２６７ ２０，０００ １９０，２６７

3 中 学 校 費 ２，６０１，１６２ ７，３００ ２，６０８，４６２

5 社会教育費 ３６６，３８９ ２，８８３ ３６９，２７２

11 公 債 費 １，５８２，８０１ １９０，９１３ １，７７３，７１４

1 公 債 費 １，５８２，８０１ １９０，９１３ １，７７３，７１４

14 災 害復 旧費 １３，０００ ５８，４００ ７１，４００

1 土 木 施 設
災害復旧費 １３，０００ ５８，４００ ７１，４００

歳　　出　　合　　計 １７，２９１，６００ ５６２，０００ １７，８５３，６００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（追加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

平成３０年度から
平成３１年度まで

４４，６３８

平成３０年度から
平成３１年度まで

２，８１３

平成３０年度から
平成３１年度まで

２５，０９３

平成３０年度から
平成３１年度まで

１，９７３

平成３０年度から
平成３３年度まで

１４５，２００

平成３０年度から
平成３３年度まで

２８，５００

平 成 ３ １ 年 度 ６，３００

（変更） （単位：千円）

限 度 額 期 間 限 度 額

２３,６００ 補 正 前 に 同 じ ３８,４７５

予 防 接 種 ワ ク チ ン 購 入 費

事　　　　　　　　　　項

医 師 ・ 歯 科 医 師 等 出 務 委 託 料

予 防 接 種 委 託 料

血 液 検 査 委 託 料

バ ス 路 線 維 持 対 策 業 務 委 託 料

デ マ ン ド 交 通 運 行 業 務 委 託 料

過 年 土 木 施 設 補 助 災 害 復 旧 工 事 請 負 費

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間

が ん 検 診 等 委 託 料
平成３０年度から
平成３１年度まで
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第 ３ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

（変更） （単位：千円）

起債の
方法 利率

現 年 土 木 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業 6,500

市 道 等 整 備
交 付 金 事 業

25,300

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率 見 直 し 方 式
で借り入れる政
府資金及 び地
方公共団 体金
融 機 構 資 金 に
ついて、利率見
直しを行った後
においては、当
該 見 直 し 後 の
利率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には
借入先と協定し、
その条件に従うも
のとする。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、もしくは繰上
償還又は低利に
借換することがで
きる。

南 垣 外 北 野 線
道路改良事業（辺地）

県 営 急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 負 担 事 業

臨 時 財 政 対 策 債

140,000

4,100

600,000

100,000

1,700

148,600

限度額限度額

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

補　　正　　前

利率 償還の方法

普通
貸借
又は
証券
発行

4,800

138,300

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

4,600

594,900

償 還 の 方 法

現 年 土 木 施 設
単 独 災 害 復 旧 事 業

起債の
方法

小 学 校 施 設
空 調 整 備 事 業

補　　正　　後

償還の
方法

起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

15,000

起債の
方法 利　　率

起 債 の 目 的

中 学 校 施 設
空 調 整 備 事 業
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議第６７号 
 

平成３０年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
 
 平成３０年度瑞浪市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１５，１００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５３７，５００千

円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 （債務負担行為の補正） 
第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 
 

平成３０年８月２９日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 

-23-



(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

8 繰 越 金 ４，５５０ １１５，１００ １１９，６５０

1 繰 越 金 ４，５５０ １１５，１００ １１９，６５０

歳　　入　　合　　計 ３，４２２，４００ １１５，１００ ３，５３７，５００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 諸 支 出 金 ４，５５０ １１５，１００ １１９，６５０

1 償還金及び還付加算金 ４，５５０ １１５，１００ １１９，６５０

歳　　出　　合　　計 ３，４２２，４００ １１５，１００ ３，５３７，５００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

（追加） （単位：千円）

事　　項 期　　　間 限度額

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
運 営 業 務 委 託 料

平 成 ３ ０ 年 度 か ら
平 成 ３ ３ 年 度 ま で

９５，０００
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認第１号 

 

   平成２９年度瑞浪市一般会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二  

 

 

１ 平成２９年度瑞浪市一般会計決算 

-26-



認第２号 

 

   平成２９年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 平成２９年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計決算 
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認第３号 

 

   平成２９年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 平成２９年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計決算 
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認第４号 

 

   平成２９年度瑞浪市介護保険事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 平成２９年度瑞浪市介護保険事業特別会計決算 
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認第５号 

 

   平成２９年度瑞浪市介護サービス事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 平成２９年度瑞浪市介護サービス事業特別会計決算 
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認第６号 

 

   平成２９年度瑞浪市駐車場事業特別会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 平成２９年度瑞浪市駐車場事業特別会計決算 
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認第７号 

 

   平成２９年度瑞浪市水道事業会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０ 

条第４項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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認第８号 

 

   平成２９年度瑞浪市下水道事業会計決算の認定について 

 

 次の決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０ 

条第４項の規定により、監査委員の意見を添えて別紙のとおり認定に付する。 

 

  平成３０年８月２９日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 平成２９年度瑞浪市下水道事業会計決算 
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